
 

Ⅵ 学校給食の指導

学校給食は、学習指導要領において特別活動の学級活動に位置付けられている。１年間にわた

り、日々１単位時間程度を充てて行われる給食の時間は特別活動の標準授業時数には含まないも

のの、教育課程上の学級活動と関連付けて行うことのできる重要な学校教育活動であることに変

わりない。

学習指導要領（平成２９年告示）では、児童生徒が、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」

を育むため、学校教育全体並びに各教科等の指導を通して、どのような資質・能力の育成を目指

すのかを明確にしながら教育活動の充実を図る必要があるとされており、「知識及び技能の習得」、

「思考力、判断力、表現力等の育成」、「学びに向かう力、人間性等の涵養」の三つの柱が示され

た。学級活動である学校給食の指導においても、この三つの資質・能力の育成を目指して指導す

ることになる。

学校給食の指導の成果は一度の実践で得られるものではない。少しずつ時間をかけながら繰り

返し行うことで指導内容の理解が深まり習慣化されるものであり、義務教育の９年間を通して年

間約１９０回の給食の時間に、計画的、継続的な指導を行うことで、極めて大きな教育効果が得

られる。

なお、給食の時間に行われる指導は「給食指導」と「食に関する指導」に分けられる。 

１ 給食指導

 
給食指導は、給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配膳方法、食器

の並べ方、はしの使い方、食事のマナー等を体得させるもので、実際の活動を通して毎日繰り返

し行う教育活動である。給食の時間における協同作業を通して、責任感や連帯感を養うとともに、

学校給食に携わる人々への感謝の気持ちなど豊かな心と好ましい人間関係を育む時間になる。

日々の指導は学級担任等が主に担うが、運営や指導方法については、栄養教諭との連携を密に

し、学校全体で統一した指導方針の基で行うことが重要である。

⑴ 適切な時間設定と配分 ★★

給食の時間は準備、会食、片付けに区分されている。給食の時間の設定にあたっては、指導

の時間も含め、ゆとりをもって当番活動や食事ができるように時間の確保に努める必要があり、

小学校は５０分、中学校は４５分以上が望ましい。

４時間目の授業が延長することがないようにすること、給食後は１５分程度の休憩がとれる

区 分 小学校 中学校 指 導 の 重 点

準 備 １５分 １５分
正しい手洗い（１４３ページ参照）を行い、安全衛生に留意し
て準備する。また、清潔で明るい環境を整える。

会 食 ２５分 ２０分
落ち着いて食べることができるよう、食べる時間を確保する。
食事のあいさつやマナーを身に付け、楽しい雰囲気の中で食
事ができるようにする。

片付け １０分 １０分
環境や資源に配慮して学校や地域のごみの分別の決まりを守
り、協力して手順よく片付けられるようにする。

★★：学級担任が特に押さえておきたい具体的な指導  

食手引第二次

⑵ 県立学校の場合

食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図

（県立学校の場合）

 
 
 
 
 
 

 
（必要に応じて）

（名古屋市・中核市 
以外所在校） 

 
 

（名古屋市内所在校） 
 

報告・連絡※は を基本とし、以下の場合は、基本とともに連絡する。 
パン・米飯（委託加工）・麺類   
牛乳  

※ 保健所（必要に応じて）への連絡

⑴ 食中毒（疑いを含む）

⑵ 異物混入等の場合は以下の場合

① 健康被害があった場合

② 健康被害が生じるおそれがある場合で、かつ、幼児児童生徒に提供されたり、

被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場合

⑶ 報道機関へ情報提供する場合 
 
 
 

（必要に応じて） 

（公財）愛知県 
学 校 給 食 会 

県 立 学 校 

乳 業 者 

保健医療局 

市健康福祉局 

保 健 所 

学 校 医 
学 校 薬 剤 師 

（公財）愛 知 県 
学校給食牛乳協会 県農業水産局 

県教育員会 
保健体育課 

（中核市内所在校） 
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